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会 議 録 

会議の名称 平成 26年度第 12回西東京市選挙管理委員会 

開催日時 平成 26年 12月 11日（木）午後５時 30分から午後６時 25分まで 

開催場所 西東京市役所保谷庁舎別棟 西東京市選挙管理委員会打合せ室 

出 席 者 

西村誠一委員長・鈴木宏一委員長職務代理・添島幸雄委員・上原敏彦委員 

澤谷繁幸事務局長・菱川勝也事務局長補佐 

傍聴者：１人 

 

議 題 

議案第 37 号  平成 26 年 12 月 14 日執行の衆議院（小選挙区選出）議

員選挙における開票立会人の決定について 

議案第 38 号  平成 26 年 12 月 14 日執行の衆議院（比例代表選出）議

員選挙における開票立会人の決定について 

議案第 39 号  平成 26 年 12 月 14 日執行の第 47 回衆議院議員総選挙

及び最高裁判所裁判官国民審査における期日前投票管

理者及び同職務代理者の選任について 

そ の 他 

議 資 料 
の 名 称 

上記「議題」と同じ 

記録方法 □全文記録 ☑発言者の発言内容ごとの要点記録 □会議内容の要点記録 

会 議 内 容 

〇 委員長 

本日は、お忙しいところ御参集いただきありがとうございます。 

定刻となりましたので、ただいまから平成 26 年度第 12 回西東京市選挙管理委員会を開

催いたします。 

本日の議案は 3 件とその他でございます。 

では、議案第 37 号 『平成 26 年 12 月 14 日執行の衆議院（小選挙区選出）議員選挙

における開票立会人の決定について』 及び 議案第 38 号 『平成 26 年 12 月 14 日執

行の衆議院（比例代表選出）議員選挙における開票立会人の決定について』を議題といたし

ます。 

この 2 件は関連がありますので、一括して事務局から説明を求めます。 

 

〇 事務局 

 それでは、議案の説明をさせていただきます。 

初めに資料の 1 ページをお開きください。 

議案第 37 号『平成 26 年 12 月 14 日執行の衆議院（小選挙区選出）議員選挙における

開票立会人の決定について』御説明いたします。 
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本案は、公職選挙法第 76 条において準用する同法第 62 条第２項の規定により、開票立

会人を選任するものです。 

公職選挙法第 62 条により、3 人以上 10 人以下の場合はくじを行うことなく、届出のあ

った者が開票立会人となります。今回届出のあった立会人は、別紙資料に記載のとおり４名

でございますので、本案は、公職選挙法第 62 条第２項の規定に基づきくじは行わず、直ち

に届出のあった者をもって開票立会人とするものでございます。 

続きまして資料の 2 ページをお開きください。 

議案第 38 号『平成 26 年 12 月 14 日執行の衆議院（比例代表選出）議員選挙における

開票立会人の決定について』御説明いたします。 

本案は、公職選挙法第 76 条において準用する同法第 62 条第２項の規定により、開票立

会人を選任するものです。 

公職選挙法第 62 条により、3 人以上 10 人以下の場合はくじを行うことなく、届出のあ

った者が開票立会人となります。今回届出のあった立会人は、別紙資料に記載のとおり７名

でございますので、本案は、公職選挙法第 62 条第２項の規定に基づきくじは行わず、直ち

に届出のあった者をもって開票立会人とするものでございます。 

 なお、『開票立会人決定抽選録』の日時に選任決定の時刻を記入し、立会人として委員の

皆様には、御署名をお願いいたします。 

  なお、決定した開票立会人には、直ちに電話連絡した後、選任通知を送付いたします。ま

た、投票日当日、午後 2 時から、保谷庁舎 2 階第 1 会議室で開票立会人の説明会を開きま

す。 

  以上で、議案第 37 号『平成 26 年 12 月 14 日執行の衆議院（小選挙区選出議員）議員

選挙における開票立会人の決定について』と、議案第 38 号『平成 26 年 12 月 14 日執行

の衆議院（比例代表選出議員）議員選挙における開票立会人の決定について』の説明とさせ

ていただきます。 

 

〇 委員長 

説明が終わりました。ただいまの説明について、何か御意見等ございますか 

特にないようですので、議案第 37 号 『平成 26 年 12 月 14 日執行の衆議院（小選挙

区選出）議員選挙における開票立会人の決定について』 及び 議案第 38 号 『平成 26

年 12 月 14 日執行の衆議院（比例代表選出）議員選挙における開票立会人の決定について』

は、この案のとおり決定いたします。 

次に、議案第 39 号『平成 26 年 12 月 14 日執行の第 47 回衆議院議員総選挙及び最高

裁判所裁判官国民審査における期日前投票管理者職務代理者の選任について』を議題といた

します。事務局から説明を求めます。 

 

〇 事務局 

それでは、議案の説明をさせていただきます。 

資料の 3 ページをお開きください。 

議案第 39 号『平成 26 年 12 月 14 日執行の第 47 回衆議院議員総選挙及び最高裁判所

裁判官国民審査における期日前投票管理者職務代理者の選任について』、御説明いたします。 

平成26年12月14日執行の第47回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査

における期日前投票管理者職務代理者につきましては、平成 26 年 12 月 3 日から同月 13
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日までの間設置する保谷庁舎及び田無庁舎期日前投票所の投票管理者職務代理者を、各日各

期日前投票所に 1 人ずつ延べ 44 人を選任するものとし、資料の 4 ページに期日前投票管

理者職務代理者の一覧を記載してございます。 

4 ページに記載した職務代理者につきましては、市管理職職員及び事務職員のうち選挙権

を有する者の中から各部の推薦又は本人の承諾を得て選任したものでございます。 

本件は、公職選挙法第 48 条の２第 2 項(読替え)及び第 37 条（投票管理者）第 2 項の

規定に基づき選任し、議案としたものでございます。 

 以上で、議案第 38 号『平成 26 年 12 月 14 日執行の第 47 回衆議院議員総選挙及び最

高裁判所裁判官国民審査における期日前投票管理者職務代理者の選任について』の説明とさ

せていただきます。 

 

〇 委員長 

説明が終わりました。ただいまの説明について、御意見などございますか。 

特にないようですので、議案第 39 号『平成 26 年 12 月 14 日執行の第 47 回衆議院議

員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における期日前投票管理者職務代理者の選任につ

いて』は、この案のとおり決定いたします。 

以上で、本日予定の議案等は、全て終了いたしました。 

次に、『その他』に移りたいと思いますが、事務局で何かありますか。 

 

〇 事務局 

入場整理券の発送が遅れています。12 月９日の早朝に郵便局に持ち込みました。12 月 

10 日、11 日に配布が終わる予定です。この間、市民の方から多くのお電話をいただいて

います。なぜ整理券が来ないのか、期日前投票はどうなるのか、あるいは入場整理券が来な

いので投票する機会が失われた。市民をなめているのか、謝罪はどうするのかというもので

した。 

入場整理券の発送が遅れて、整理券がなくても投票をできることは、12 月１日の市報の

臨時号で案内をし、ホームページに掲載しましたが、分かりづらい記載でした。また、昨日

10 日から防災無線でアナウンスし、広報車が市内を巡り周知を行っています。 

電話の問い合わせが非常にたくさんあり、副市長、総務部長にお願いをし、他部の職員に

電話の対応をお願いしています。 

遅れた理由としましては、急な解散であったこと、解散と同時に印刷を発注したが市議会

議員選挙の入場整理券の作成と重なったことが大きいです。入場整理券は 10 日、11 日に

各世帯に届くこと、入場整理券がなくても期日前投票をできることを御説明しています。 

経緯についてメモがほしいと言う方もいましたが、私のメモではなく、委員長、委員会の対

応を知りたいということでした。 

複数のマスコミで取り上げられ、議員の方から選管はたるんでいるというような厳しい意

見もありました。選挙管理委員会委員長、また委員会委員の責任を問うという御意見があり

ました。 

市長から入場整理券がなくても期日前投票ができることをもっと早く周知するべきだっ

たと言われております。 

今後、選挙管理委員会での対応を検証し、どのようにしていくかを考えていく必要がある

と思います。 
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〇 委員長 

  委員の皆さんいかがですか。 

 

〇 委員 

  委員にも電話がきています。反省するべきところが多々あると思います。期日前投票所で

宣誓書がうまく書けずに帰ってきた人もいたと聞きます。 

 

〇 委員 

  委員会としての責任を果たしていくべきと思う。真剣に対応をするべきであると思う。重

大な問題と思う。投票率を上げるべきだったので、入場整理券のことを指摘しなかったのは

怠慢だったと思う。選挙管理委員会としての見解を出すべきと思う。 

 

〇 委員長 

  今は、14 日の衆議院議員選挙、21 日の市議会議員選挙を事故なく行うべきであり、そ

の後にどう対応をするかを検討していこうと思う。 

  他にありますか。 

 

〇 委員 

  ないです。 

 

〇 事務局 

次回の開催は、12 月 13 日午前 10 時から、西東京市議会議員選挙の選挙時登録の決定

をしていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

〇 委員長   

事務局からの連絡等は終わりました。他になければ、本日の第 12 回西東京市選挙管理委

員会を閉会いたします。 

御苦労様でした。 

                    午後６時 25 分 終了 

 

以上   

 


